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市が発注する建設工事や業務などに係る競争入
札参加を希望し、本店または委任先支店（営業所）など
が登米市内にある方

○建設工事○建設関連業務○物品の製造・
販売等○役務の提供等

（1） 審査基準日（平成 25 年１月１日）現在で
創業または設立した期間が１年以上の者（2）申請業種に
応じて、営業に関し、関係法令に基づく許認可、登録を受
けている者（3） 国税および地方税を完納している者など

入札参加資格審査申請書　一式

市が発注する小規模な建設工事や修繕の受注を
希望する方

小規模な建設工事や修繕で、内容が軽
易で履行の確保が容易なもの、かつ、１件の工事金額が
50 万円以下のもの

○建築関係○設備関係○土木関係

（1）市内業者（登米市内に主たる事業所ま
たは住所を有している者）（2）上記①の競争入札参加
資格審査申請をしない者（3）希望業種を履行するため
に必要な資格・免許を有している者（4）市税を完納し
ている者など

小規模工事等契約希望者登録申請書一式

申請のあった日の翌月 10 日前後に
通知します。

承認された日から平成 27 年３月
31 日まで

申請要領と登米市様式は、市ホームペー
ジに掲載していますのでダウンロードするか、総務部
総務課契約係にて貸し出しを受け、作成してください。

総務部総務課契約係（市役所
迫庁舎２階）へ持参してください。郵送での申請はで
きません。

総務部総務課（契約係）
☎ 0220（22）2091

　平成 25・26 年度登米市競争入札参加資格審査申請及び小規模工事等契約希望者登録申請について、登米
市内の業者に限り随時受付を実施しておりますので、登録を希望される場合は申請要領などを確認の上、申
請してください。

★

　米谷病院と豊里病院に開設していた訪問看護ステー
ションを平成 25 年４月１日から統合し、「登米市訪問看
護ステーション」として運営していきます。本部は豊里
健康管理センター内に設置しますが、米谷病院の訪問看
護ステーションはサテライトステーションとして引き続
き訪問看護を行います。
　統合後は、５つのステーション全体でより一層効率よ
く利用したい方を受け入れ、在宅医療の充実に寄与する
とともに、スタッフ一同新たな気持ちでサービスの向上

に努めていきます。
　また、現在、米谷病院または豊里病院訪問看護ステー
ションを利用されている方は、ステーションの名称を変
更することに伴い、契約の取り直しが必要になりますの
で、スタッフが訪問した際には、ご協力をお願いします。
　なお、利用料金を口座から引き落とされている方は、
引き続き現在の申込内容を利用できますので、再度申し
込む必要はありません。

◉

医療局経営管理部企画総務課　☎ 0220（21）6888


